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第１９回定例会議事日程  
 

１ 日 時    平成２１年２月４日（水） 午後２時 

 

２ 場 所    八王子市役所 ６階 ６０１会議室 

 

３ 会議に付すべき事件 

 第１ 第４５号議案  高齢者叙勲候補者の推薦について 

 第２ 第４６号議案  平成２０年度２月補正予算の調製依頼について 

 

４ 報告事項 

・平成２１年度教育予算の内示状況について（学校教育部・生涯学習スポーツ部） 

・小中合同作品展「おおるり展」について            （学事課） 

・死亡者叙位の受賞について                  （指導室） 

・全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果について      （指導室） 

・家庭教育への提言について                  （指導室） 

・第５９回全関東八王子夢街道駅伝競走大会の開催について（スポーツ振興課） 

 

                                      
 

 

第１９回定例会追加議事日程  
 

１ 日 時    平成２１年２月４日（水） 午後２時 

 

２ 場 所    八王子市役所 ６階 ６０１会議室 
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３ 会議に付すべき事件 

 

 第４７号議案  教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の報告 

書において意見を聴く学識経験者の選任に関する事務処理の報告 

について 

                                      

 八王子市教育委員会 

     出席委員（５名） 

      委  員  長    （１ 番） 小田原   榮 

      委     員    （２ 番） 和 田   孝 

      委     員    （３ 番） 川 上 剋 美 

      委     員    （４ 番） 水 﨑 知 代 

      教  育  長    （５ 番） 石 川 和 昭 

    教育委員会事務局 

      教 育 長 （ 再 掲 ）     石 川 和 昭 

      学 校 教 育 部 長     石 垣 繁 雄 

      学 校 教 育 部 参 事 

      指 導 室 長 事 務 取 扱     由 井 良 昌 

      （教職員人事・指導担当） 

      教 育 総 務 課 長     天 野 高 延 

      学 校 教 育 部 主 幹 

      （ 企 画 調 整 担 当 ）     穂 坂 敏 明 

      施 設 整 備 課 長     萩生田   孝 

      学 事 課 長     野 村 みゆき 

      学 校 教 育 部 主 幹 

      （ 中 学 校 給 食 担 当 ）     小 松 正 照 

      学 校 教 育 部 主 幹  

      （ 学 区 等 調 整 担 当 兼     海 野 千 細 

      特別支援教育・指導事務担当） 

      指 導 室 統 括 指 導 主 事     宇都宮   聡 

      指 導 室 先 任 指 導 主 事     山 下 久 也  
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      生涯学習スポーツ部長     菊 谷 文 男 

       

      生 涯 学 習 総 務 課 長     桑 原 次 夫 

      ス ポ ー ツ 振 興 課 長     遠 藤 辰 雄 

      学 習 支 援 課 長     牧 野 晴 信 

      文 化 財 課 長     渡 辺 徳 康 

      生涯学習スポーツ部主幹 

      （スポーツ施設担当）     若 林 育 男 

      生涯学習スポーツ部主幹 

      （ 川 口 図 書 館 長 ）     石 井 里 実 

            指 導 室 指 導 主 事          森 田 正 男 

      施 設 整 備 課 主 査     山 本 益 男 

      学   事    課     主   査          山  本  直  樹 

      指 導 室 主 査     古 川 洋一郎 

      ス ポ ー ツ 振 興 課 主 査     日 巻 嘉 穂 

      学   事    課     主   任          大  野  真由美 

 

       

事務局職員出席者 

      教 育 総 務 課 主 査     後 藤 浩 之 

      教 育 総 務 課 副 主 査     小 林 なつ子 

      教 育 総 務 課 主 任     佐 藤 秀 靖 
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【午後２時開会】 

○小田原委員長 大変お待たせいたしました。本日の委員の出席は５名全員でありますので、

本日の委員会は有効に成立いたしました。 

 これより平成２０年度第１９回定例会を開会いたします。 

 日程に入ります前に、本日の会議録署名員の指名をいたします。 

 本日の会議録署名員は ４番 水﨑知代委員 を指名いたします。よろしくお願いしま

す。 

 なお、議事日程中、第４５号議案、第４６号議案及び報告事項、平成２１年度教育予算

の内示状況については、審議内容に個人情報や意思形成過程の事案が含まれているため、

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１３条第６項及び第７項の規定により、

非公開といたしたいと思いますが、よろしゅうございますか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○小田原委員長 御異議ないものと認めます。 

 なお、追加議事日程として、第４７号議案、教育に関する事務の管理及び執行の状況の

点検及び評価の報告書において意見を聴く学識経験者の選任に関する事務処理の報告につ

いてが追加されております。 

   それでは、それ以外の日程に従いまして進行いたします。 

 ――――――――――――――――――◇―――――――――――――――――― 

○小田原委員長 まず追加議案でございますが、第４７号議案、教育に関する事務の管理及び

執行の状況の点検及び評価の報告書において意見を聴く学識経験者の選任に関する事務処

理の報告についてを議題に供します。 

   教育総務課から御提案願います。 

○天野教育総務課長 それでは、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の報

告書において意見を聴く学識経験者の選任に関する事務処理の報告について御説明させて

いただきたいと思います。 

○天野教育総務課長 ３名につきまして、学識経験を有する者についてここで推薦するもので

ございます。 

   まず１名でございますけども、１名の方につきましては、学芸大学特任教授、東京純心

女子大学特任教授の柿添賢之教授でございます。もう一方につきましては、財団法人八王

子市学園都市文化ふれあい財団理事長の三宅壮三氏でございます。３人目の方でございま
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すけども、社団法人八王子市シルバー人材センター常務理事の高橋昭氏でございます。以

上３名をこの点検評価の委員として教育長専決で決定させていただいたところでございま

す。 

   以上でございます。 

○小田原委員長 教育総務課長の説明は終わりました。 

 ただいまの教育総務課からの御提案について、何か御質問、御意見ございましたら、ど

うぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小田原委員長 特によろしいですか。ありませんか。３名を教育長専決で決定して承認する

ということで、間もなく始まると思いますけれども、よろしゅうございますか。 

   じゃ、お諮りいたします。 

 ただいまの御提案について、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○小田原委員長 異議ないものと認め、そのように決定することにいたしました。 

――――――――――――――――――◇―――――――――――――――――― 

○小田原委員長 それでは、続いて報告事項となります。 

   学事課から、順次報告お願いいたします。 

○野村学事課長 去る１月１５日から１９日まで、そごう８階の特設会場で行われました小中

合同作品展「おおるり展」についての御報告を申し上げます。 

   そこに、報告資料にございますとおりに、出品校といたしましては７０校、小学校の方

ですけれども、延べ７０校で、高尾山学園小学校を含んでおります。内訳は以下のとおり

です。中学校も全校で、高尾山学園の中学部、それから第五中学校の夜間学級を含んだ全

部の学校が出品をいたしました。 

   作品数は合計５，９６７点になっています。来場者数は２万１，０９９人。このカウン

ターは、小学校、中学校のＰＴＡ連合会の保護者の方々がカウントをしていただいたんで

すけれども、昨年よりも１カ所カウントの場所をふやしました。その結果ということがあ

るのかもしれませんけれども、日数が１日減った割には数字がカウントされています。私

も行ってみたところ、いつもより多い人数が入っていたように思っています。 

   裏面になりますが、アンケートの集計結果がまとまっております。感想を皆さんで記述

式に書いていただいたものですが、大まかなところ、作品に対する評価、非常にすばらし
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いであるとか、豊かな心が伝わってくるとか、内容がよい悪いも含めて１５４件、今後も

続けていただきたいが４２件、以下いろいろ御意見をいただいたところでございます。 

   中に、出品校の偏りがあるという御意見もありましたけれども、基本的には、苦情は１、

２件だったというふうに思っています。 

   以上です。 

○小田原委員長 学事課からの報告は以上のとおりですが、何か、御質問、御意見ございませ

んか。 

○水﨑委員 アンケートの集計結果のところで、作品の解説やコメントがあった方がいいとい

うのは７件ということで載っていると思うんですね。たしか去年のアンケートの集計結果

を見ても、４％とパーセンテージで出ていましたけど、やはり同じような感想があったと

思うんですね。私も実際見てみて、学校によっては、コメントというか解説をちょっとつ

けてもらっているところもあるんです。確かに見て回ったときには、長い文章の解説は全

く要らないんですけども、わかりやすい簡単なコメントというのがあると、さらに見る方

も楽しめるかなと思うので、ぜひ来年度はそこは工夫して、限られたスペースなので大変

だと思いますけども、簡単なコメントをちょっとつけてもらえるように要望していただけ

ればありがたいと思います。 

○野村学事課長 この後反省会を行いますので、その場では、そういう御意見が出たというこ

とはお伝えしているんですけれども、先生また学校によっては、一つでも作品を多くした

いという先生もいらっしゃって、なかなかすべてが統一的にはいかないんですが、特に今

年去年と比べて思ったんですけれども、コメントの出し方が上手になったというか、たし

か去年もそんなふうな反省会で出たと思いますので、少し上手になったのかなというふう

に思っていたんですけど。 

○小田原委員長 今の課長のコメントが上手になったというのは、どういうことですか。 

○野村学事課長 幾つかの学校なんですけれども、パネルにコメントをきちっと書いて、わか

りやすいところに張ってあったので、私は、昨年に比べてわかりやすくなったかなと。感

触ですけれども。 

○小田原委員長 表現の意図を言っているんですか、コメントというのは。 

○野村学事課長 この作品はこういう目的でつくりましたというふうな表現なんですけれど、

学校によってちょっと違いますけれども、小さなパネルを張る場所であるとか、それから、

作品のどこに置くかというのがわかりやすくなっていたというふうに私は思いました。 
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○小田原委員長 はい、どうぞ。 

○水﨑委員 それも一つだと思うんですけど、こういう素材で、こういう手法でつくりました

とか、これはもとは何なんだろうなと思っても、さわっちゃいけないので、見るだけなん

です。じっと角度を変えて見るんですけど、もとはこれ何であったのかな、何で削ったの

かなってちょっと知りたいなと思うんですよ。子供が一生懸命作った作品だと思うのでね。

素人が見たときに、例えば普通の風景画とかそういうのだったら、見るからに、ああ、ど

こかの風景だなとか思うんですけども、ちょっと変わった作品だったりすると、そういう

素材とか、手法とか、技法というんですか、そういったものが簡単にちょっとわかるよう

なものをつけてもらえるといいかなと、そういうことなんですけど。 

○小田原委員長 そういうのは嫌がるのかもしれないね。何かということを考えさせるのが狙

いだと。これ何で作ったんだろうと、それを説明しちゃったら、表現の何とかがなくなる

という人もいるかもしれない。そこら辺わからないんだけれどもね。それならそれなりの

そういうコメントが、何で作ったんでしょうなんてクエスションマークをしておけば、何

だろうなと考える。そういう工夫だろうと思いますね。 

   今水﨑さんが指摘したところに関係するんだけども、その上の、出品（校）の偏りがあ

るというのは、これはどういうことなんですか。 

○大野学事課主任 遅くなりまして申しわけありません。学事課、大野といいます。 

  一応全校がそれぞれ何かしらを出しているというふうにはなっているんですが、中には、

図画工作だけの学校ですとか、もしくは家庭科だけしか出ていない学校がまだありまして、

そういったところで、アンケートの中の御意見で、うちの学校はもっと出してほしかった

わとか、そういったような御意見があったんですね。できれば、図画工作と、書写と、家

庭科が小学校の方はありまして、中学校は美術だけなので、全校が出ているんですけれど

も、その辺で、できればもっとたくさん、すべての学校が全部出られるようなことになる

といいなとは思っているんですが、御意見の中にもそういったことがありました。 

○小田原委員長 そういうのに対して、皆さんとしてはどういうふうにお返事しているんです

か。 

○大野学事課主任 今、アンケートいただいたものを集計しただけでしたので、特にまだお返

事等はお出ししてはいないんですが。 

○野村学事課長 限られたスペースですので、すべての作品を出すというのはなかなか、大き

い学校とか小さい学校がありますので、すべての作品を満遍なくというのは難しいという
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ふうに思っていますけれども、できるだけ工夫をしてくださいというふうなお願いは先生

方にはしていくという考えを持っているんです。 

○小田原委員長 うん、なるほど。例えば書写が３０校、図工が６９校。６９校というのは全

部と見ていいんですか。書写が半分ね。家庭科が約半分。ということは、理由があるんじ

ゃないですか。専科がいるかいないかというのが一つ大きいんじゃないですか。この「お

おるり展」は校長会、研究会が主催になっているわけだから。 

○大野学事課主任 校長会等の主催ですね。 

○小田原委員長 そうすると、校長が言ったって、リードする先生がいない学校というのがあ

りますね。そういうのをどういうふうに掘り起こしていくかというのは、校長に任せるん

じゃなくて、皆さんの方でも考えてやらないと、子供たちが出したくても出せない、見て

もらいたくても見てもらえないというのが救えないですよね。そこら辺ちょっと課題。

我々としても考えてやらなきゃいけないだろうということになる。 

○野村学事課長 顕著な学校があったり、確かにそうだと思うんです。 

○大野学事課主任 反省会等もこれから開く予定ですので、そこでもまた投げかけていきたい

と思います。 

○小田原委員長 特に書写なんていうのは、年間１０時間程度のものなんでしょう。それにつ

いて、１０時間なんて言っちゃいけないのかな。３０時間か。３０時間といったら１単位

だから、やっぱりそれは展覧会に参加させていい時間だよね。 

○水﨑委員 今の関連なんですけども、学校によって展示しているスペースが違うかなという

気がしたんです。スペースの広さというんですかね。展示も全部校長先生の方にお任せな

んでしょうか。例えば作品ありきで場所が決まるのか、場所が決まって、広さが決まって、

作品をそこへ展示するのか、どっちなんですか。 

○大野学事課主任 基本的には実質実行委員会の方で、まず場所ありきなんですね。学校数が

かなり多いもので、それぞれの部のスペースを校数で割り返して、そこのところに展示で

きるものという形で、先生方が工夫なさって展示しております。 

○小田原委員長 たくさんだからなんだけども、本当はそういうのは余りよくないんですよね。

大きな絵を出したいというのもあるだろうから、そうすると、そのスペースだけで終わっ

ちゃうというのがありますね。いわゆる小品主体になっていくだろう。数を多く出したい

というのが多分働きますからね。だから、もうちょっと空間のスペースがとれるところが

あれば。今は難しい。そうすると、もう一つの御意見がありましたけれども、別なところ
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でもやってほしいとかいうような話にいくんでしょうね。 

   そのほかいかがですか。 

○和田委員 今の関連なんですけど、中学校の方の書写が出ていない。それから、技術家庭科

が出ていませんね。これについて、美術一本で来ているわけなんですけれども、こういう

小中の合同作品展というのは、一つは、子どもたちの発達段階、要するに、中学生になっ

たらこんなに上手に字を書くのか、そういうようなことも一つ見る場であると思うんです

ね。 

   それからもう一つは、先ほど室長の方からお話がありましたけど、書写の形骸化が昨年

非常に指摘をされて、中学校の中で書写を基本的にやっていないんじゃないかというよう

な指摘も文科省の方から出されている傾向もあるんですね。ですから、やはり美術一本に

絞るんじゃなくて、書写についても、発達段階や学校の教育活動の一環として、こういう

場に出展できるような、そういうことが考えられるんじゃないかということと、それから、

技術家庭科などの場合でも、これから技術なんかは、コンピュータを使ったグラフィック

なんかが非常に学校の中で取り組まれていて、非常にいい作品があると思うんです。そう

いう意味で、作品の範囲を広げたりとか、小中の連携をこれから考えていこうとするとき

に、そういうものが見られるような、そんな場にしてもらえないかなというふうに思って

いるんですけど、その辺なんかも、出展する教科などについてもぜひ検討してもらえれば

なと思うんですけど、この辺は何か話題になっていますか。 

○大野学事課主任 スタートが、中学校は美術展のみで今までずっとやっていたという経緯が

あって、それを４年前に合同でやりましょうというところでスタートしているんですね。

なので、中学校さんはずっと美術展のままというのを引きずってきている形になっている

と思いますので、これは今後検討していきたいと思っております。 

○小田原委員長 今の和田委員のあれはアンケートにも出ているんだよね。成長過程が見える

ということとかね。ところが、美術だけに限られちゃっているのが残念ですね。 

○川上委員 もっと広い場所にする。 

○小田原委員長 そうすると、南口開発が成った日には、そういう場所もありますと言えると

いいね。 

○川上委員 広いところ、美術館なんか使えないんですか。 

○野村学事課長 美術館という話も出たんですけれども、美術館は先々まで予定を組んでいる

ところもあって、今後の課題だと思っていますが、子供の作品を飾ることが夢美術館のコ
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ンセプトと合うかどうかというのは、まだちょっと調整はしていないんですけれども、そ

れは課題だというふうに思っています。学校側からもそういう意見はいただいています。 

○川上委員 周年のときにやるとかね。 

○小田原委員長 あいてる時期、この時期あいているかどうかという問題があるんだけども。 

○野村学事課長 ２年ぐらい先々決まっているので。 

○小田原委員長 あれはべったりですか、夢美術館は。 

○野村学事課長 特別展を除いては常設が入っていますので。 

○小田原委員長 これをやるほどのスペースはまずない。 

○野村学事課長 飾り方ですね。余り広くないので。ただ、まだ全然当たってはいないので、

お話はしてみる価値はあるのかなと思います。学校さんからは要望はいただいています。

狭いかもしれないですね。光がね、ちょっと暗いかな。 

○小田原委員長 ひとり言。 

○野村学事課長 いや、検討します。これからの課題だと思っております。 

○小田原委員長 ああ、そうですか。そのほかいかがですか。よろしゅうございますか。 

 課題もありますけれども、引き続き発展を目指して、いろいろ工夫していただければと

思います。じゃ、お疲れさまでした。 

○小田原委員長 次、では、引き続いて指導室から御報告願います。 

○由井学校教育部参事 死亡者叙位の受賞について、御報告いたします。 

  受賞者は元八王子市立大和田小学校長の田野倉進先生です。享年８４歳。受賞内容は、叙

位従五位で、発令年月日が今年の１０月７日、死亡日が昨年の１０月７日ということでご

ざいますので、今年の１０月７日ということになります。 

   経歴は、ここにありますように、校長歴が一番最後が大和田小学校、その前は第三小、

長房小、恩方第二小学校と１５年ございます。また、平成１０年には秋の叙勲を受けてお

られた方でございます。 

   以上でございます。 

○小田原委員長 指導室からの報告は以上ですが、何か御質問、御意見ございませんか。 

○川上委員 亡くなって１年たって発令。 

○由井学校教育部参事 亡くなった１年後に発令となっております。 

○小田原委員長 これはみんながもらう。 

   死亡者叙位については以上ということでよろしゅうございますか。 
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   引き続いて、全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果について、お願いいたします。 

○宇都宮指導室統括指導主事 全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果について、御報告

を申し上げます。担当の森田指導主事から説明いたします。 

○森田指導室指導主事 森田の方から報告させていただきます。 

  資料をごらんください。平成２０年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果につい

て、報告させていたただきます。 

   初めに、調査の概要について報告いたします。この調査は、文部科学省が、全国的な子

供の体力の状況を把握、分析することで、子供の体力に係る施策の成果と課題を検証し、

改善していくことを目的に実施したものでございます。 

   実施期間は、平成２０年４月から７月末までの期間で実施しております。調査対象は、

小学校第５学年、中学校第２学年の児童・生徒です。内容は、実技に関する調査全８種目

と質問紙調査、学校に対する質問紙調査になっております。 

   今回の調査は希望校のみの参加となっております。本市においては、小学校１８校、１，

２８６名、中学校８５３名、計２６校の２，１３９名の参加となっております。 

   各調査内容の詳細と全国と八王子の参加状況は、資料１の（３）（４）に記載されてい

るとおりでございます。 

   続きまして、八王子市の調査結果の報告です。今回、八王子市においては全校が参加し

ていなかったこともあり、結果報告のみとさせていただきます。 

   初めに実技の調査結果から報告いたします。小学校５年生の男子・女子児童については、

握力、長座体前屈は全国平均を上回っておりますが、それ以外の種目及び体力合計点は全

国平均を下回っております。中学校２年生の男子・女子生徒については、全種目及び体力

合計点ともに全国平均を下回っております。 

   次に、児童・生徒の質問紙調査から報告いたします。質問項目については、文部科学省

の報告や報道等で指摘があった運動実施状況、１日運動時間、朝食の有無、登校方法の結

果についてのみ、各学校の回答と体力合計点との相関関係を比較してみましたが、それら

のデータから、明確な相関関係は八王子市においては見られませんでした。 

   最後に、新聞報道等においては、体力合計点と平成２０年度全国学力状況調査等との相

関関係について指摘している記事がございましたが、本市においては、体力合計点と平成

２０年度全国学力状況調査の結果との明確な相関関係も見られませんでした。 

   平成２１年度は、体力向上事業として、八王子市全小・中学校がこの調査に参加いたし
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ます。また、体力向上推進委員会を立ち上げ、調査結果等の分析を行っていきます。 

   以上でございます。 

○小田原委員長 ただいまの報告について、何か御質疑、御意見ございませんか。 

○和田委員 まず質問よろしいですか。確認なんですけど、ここの希望校のみという参加は、

学校の希望ということですか。それとも、割り当てがあってとか、そういうことではなく

て、学校長が希望するかということがまず１点。２点目は、国から提供されるデータとい

うのは、２ページ以降の横の表とグラフが提供されるという内容なのかということが２点

目。３点目は、先ほどの八王子市の分析の中で、生活習慣あるいは学力との相関は見られ

ないというのは、データが少ないからというのが両方の理由になっているということです

か。その辺の３つをまず教えてください。 

○森田指導室指導主事 まず１点目の質問でございます。今回は希望校のみで。調査はその前

に依頼がありまして、今回、文科省が業者に委託する関係で、予算の関係もありますので、

その予算の中でどれぐらいになるかという調査はございました。八王子市の中で一応各学

校に呼びかけをして、参加しますと言ってきた学校が今回加わった学校だったということ

でございます。 

○和田委員 ごめんなさい。もうちょっと正確に聞きたいんだけど。 

○小田原委員長 何を質問されたかというのをちゃんと聞いてから。もう一回質問してくださ

い。 

○和田委員 結局、調査希望に応じたのは校長判断なのかということ、あるいは、枠が決まっ

ていて、その枠の中で八王子の市の方から呼びかけたのかというあたりをまず確認したい

ということなんです。 

○森田指導室指導主事 校長判断での希望です。 

○和田委員 全く枠がなかったということで。 

○森田指導室指導主事 枠はないです。 

○和田委員 枠はない。先ほど予算の調査と予備調査というのがありましたが。 

○森田指導室指導主事 予備調査はありましたが。 

○石川教育長 時期が関係しているんでしょう。 

○森田指導室指導主事 一応４月に参加校は募るということだったんですが、３月の段階で予

備調査があったんですけれども、４月の段階で、それを超えてもオーケーだという話はい

ただきました。 
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○石川教育長 要するに、３月の段階というと、翌年の計画ができちゃっているわけでしょう、

各学校は。そこに入ってくる形になったので参加しにくい学校が多かった、そういうこと

です。そういうふうに言えばいい。 

○森田指導室指導主事 はい、済みません。 

○小田原委員長 教員が参加するしないじゃなくて、校長の方から上がってきたのはこれだけ

だった、そういうことなのね。これは、多いというふうに言っていいの。少ないというの

か。どうなんですか、それは。 

○宇都宮指導室統括指導主事 指導室としては少ないというふうに思っています。 

○小田原委員長 それは今の教育長のような話になっちゃう。ほかのところが同じ状況なんだ

けれどもということになりますよね。 

 ２点目。 

○宇都宮指導室統括指導主事 ２点目につきましては、データは、各学校の細かい詳細なデー

タも来ています。ですが、学力調査と同様に、各学校のデータを公表することですとか、

そういったことについては、文科省の指針の中でしないという方向性がございますので、

こういったデータの集計をさせていただきました。 

   ３点目は、データが少ないから相関関係がないのかということでしたけれども、これに

つきましては、今お話ししたように、細かいデータ分析を行いました、実際には。行った

結果、相関関係がはっきりと見られるものはなかったということで、ここでは少なかった

かなということでお出ししていますけれども、恐らく、二次的な要因としてはそうなんだ

ろうということで、一応指導室としては分析をいたしました。 

○和田委員 傾向が見られなかったということなんですか。 

○宇都宮指導室統括指導主事 そうです。 

○小田原委員長 「本市においては」というのがついているんでしょう。全国とか東京都の場

合はどうなんですか。今のに関連していえば。 

○宇都宮指導室統括指導主事 全国と東京都の関連は。 

○森田指導室指導主事 関連はあるということで来ております。全国の方からは、一応関連が

あるという。 

○小田原委員長 そうでしょう。だから、和田さんの質問は、そこがあるわけ。だから、本市

についてはなかったというふうになると、この調査の流れと違うわけでしょう。だから、

数が少なかったんですかというふうに聞いているわけだ。そうすると、ないというのは、
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八王子は別なことが言えるわけでしょう。別な何かがあるわけというふうに言えるのかど

うか、そこを聞いているわけです。 

○宇都宮指導室統括指導主事 言える。ですので、二次的に少ないという結果で結論を出した

わけなんですけども、恐らく、もう少しサンプル数がふえてくる中で、もう少し細かい桁

の分析をしていけば、何がしかの傾向は出てくるかなというふうには考えておりますけれ

ども、今回は、今教育長の方から説明していただいてしまったんですけども、サンプル数

が少なかったということもありまして、この結果報告ということで今回させていただくと

いうふうにいたしました。 

○小田原委員長 とりあえず質問はそこまで。そのほかに何か御質問はございませんか。 

○水﨑委員 質問ではないんですけど、子どもって本来体を動かすのは好きだと私は思うんで

す。でも、体育の授業を小学校１年生からやっていく段階で、体育が苦手、運動が苦手、

そういう意識を持つと、やはり積極的に運動はしなくなる。私は、子どもたちってそうな

んじゃないかなと思うんですね。 

   体が大きくなってからいろんなことを教えようと思っても、結構体重も身長も大きくな

り体ができてくると、なかなか運動技術も身につかないのかなと思うと、やはり小学校１

年生のときから段階を追って運動に親しんで、苦手意識をつくらないで、運動を好きにし

ておいてやる。それがかなり大きくなったときにもいい影響になるんじゃないかなと思う

んですね。 

   そのためには、体育の授業、この力の入れ方が少し関係あるのかなと私は思っちゃうん

ですね。親はつい、子どもが運動は下手だと、うちの子は運動神経がないのかななんて思

い込んじゃうんですよね。確かにそれもあるのかもしれないんですけど、ある体育の先生

の話を聞いたときに、実は、跳び箱にしても、鉄棒にしても、教え方で、かなりできなか

った子もできるようになるし、手のかけ方で、指導の仕方で、子どもたちに、やればでき

る、それを教えることで、次頑張ってみようという気持ちになるんだというんですね。だ

から、やらせてみてだめだから、自分はだめだったというんではなくて、いかにその子が

一歩でも二歩でも運動ができるようになるように、体育の授業の持っていき方というのも

少し力を入れてもらうと、運動が嫌いにならないで、将来いろんな形でのスポーツもやっ

ていくことが増えるのかなと思ったときに、体育の授業は結構大きい部分を占めるんじゃ

ないかなと思ったりもしたんですけど。 

○小田原委員長 それは小学校のこと言ってるの、中学のこと言ってるの。 
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○水﨑委員 小学校です。低学年のときから教える。 

○小田原委員長 要するに今の質問は、体力が低いということは、体育の小学校１年のときか

らの指導がきちんとできていないということが関係してくるんじゃないかという話なので、

そういうことは言えるんですか。 

○宇都宮指導室統括指導主事 一因としては考えられるかもしれませんが、あとは、週に３時

間程度ですので、体育の授業というのは、それ以外の部分で、例えば休み時間ですとか、

放課後子どもたちが帰ってから外遊びをするですとか、生活習慣に絡むところもあるので、

この調査結果等も分析して、どういう部分に重点を置いていくのかということをしなきゃ

いけないかなと思っています。 

   今やっているのは、小・中一貫の指導資料の中で、小学校、中学校あわせて体づくりに

ついての領域を、重点的に今指導資料を作って、来年度から作成してまいりますけれども、

その資料を使いながら、来年度全校調査をして、体力向上推進委員会の方で、全体として、

体育の授業ももちろんですけれども、子供たちの生活習慣、いろんなことを分析をしなが

ら、向上策というのを練っていきたいなというふうに考えています。 

○水﨑委員 ありがとうございます。ぜひ９年間を見通しながら、体も作っていってほしいな

と思います。 

   実は、私がこれを申し上げましたのは、質問用紙のところで、体を動かすのは、運動を

するのは嫌いか好きかという、そういう項目なんかもあったと思うんですね。そこで、嫌

いだと言っている子も結構いたので、それが私は残念だなと思ったんですね。今、小学校

でも、運動会が嫌だという子が、今に限らず前もそうなんですけど、いるんですよ。運動

会が嫌いだって、これは私はかわいそうだなと思うので、もちろんいろんな理由があるの

かもしれないんですけども、できるだけ運動は嫌いにならないような、そういういい形で

の指導をぜひお願いしたいなと、そういう親心でちょっと思っているだけなんですけども、

ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

   小学校の先生は、体育の専科じゃないですよね。正直、年齢もいろんな先生もいらっし

ゃるし、運動も得手、不得手な先生もいらっしゃるのかなと思ったりもするので、ぜひそ

こら辺の指導も力を入れていただければありがたいなと思います。 

○小田原委員長 それは何かお返しというか、御返答はないの。僕は、今の話は、算数が好き

か嫌いかという話と合わせていかないといけない話だと思うんですよ。今の話はね。体育

が嫌いだという子は小学校で多いのか少ないのか。算数が嫌いか何とかというのに比べた
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ら、はるかに数字としては小さいはずですよ。運動会が好きか嫌いかといったら、今度は、

遠足が嫌いかとか、学芸会が嫌いか好きかとか、そういうのと一緒に合わせていかないと

意味はなさないだろう。嫌いだとか好きだって、好きもいれば嫌いもいる話なんですね。 

   そういうのが多いか少ないかという経年変化と、もう一つは、ほかのものとの比較とか、

そういう話で物を論じていかなきゃいけないだろう。それは、逆に言うと、体育の先生が

専科でいないから嫌いだというふうになるのか、理科の専科がいなくて理科が嫌いだとい

うふうになるのか、そういうことなんですよ。今言われているのは、理科の専科がいない

から、小学校の理科あるいは算数離れがあるんじゃないかというふうに言われているんだ

けども、僕は必ずしもそれは連動するとは思っていないんですけれどね。みんなそうなっ

ちゃうわけですよ。 

   ただ、体力は基礎だから、体力がない子どもたちでは困るということは言えますよね。

それは食育もみんなそうなんだろうけれども、じゃあ、どうするかといったときに、体育

は３時間だけだ。３時間でそれをやろうなんてとても無理な話だというふうに思いますよ。

それを考えるのであればね。僕は、体育は個人的には要らないと思っているんだけど、教

科として。だけども、体育はその３時間の中で何をするか、そういうふうに、体力をつく

るために体育の時間があるなんて思わない方がいい。 

○水﨑委員 それはそうですね。 

○小田原委員長 今度は、嫌いか好きかという話になって、嫌いをつくっているんじゃないか

といったら、体育という時間でそれをやろうとすると、嫌いをつくるだろうと思いますね。

だから、そういう話じゃなくて、体力をつけるための指導法とかそういうことはどうやっ

たらいいか、むしろそういうことを考えていかなきゃいけないだろうということだろうと

思います。 

   何も言わないから、こっちで言ってますけども、意見として。 

○水﨑委員  ちょっと私の見方が違うのかもしれないんですけど、私は、運動の嫌いな子を、

もちろん、体育だけが原因とか、そういうことを言っているわけじゃないですよ。体育も

含めて、いろんなところでもそうだと思うんですけど、運動の嫌いな子をつくっちゃうと、

運動したくないと、どうしても部屋にこもっちゃったり、違う遊びをしたり、体を使うこ

とをしなくなると思うんですよ。すると、体も太ってくる場合もあるかもしれないし、健

全育成にも、私はやはり、体を動かすということは、いろんなスポーツをしようと思うこ

とは大事かなと思うので。 
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   もちろん、体力向上というのも必要なんですれけども、せっかくの体育の時間で、運動

を嫌いな子にしないでほしいな、自分でもやればできるんだ、そういう教科にしておいて

ほしいな、そういう思いでお願いをしたいなと言っているつもりなんですけど、ちょっと

言い方が悪かったかもしれませんけど。 

○小田原委員長 それは言い方が悪いんだろうと思うんだけども、運動が好きだというのが第

一義だというふうに思うと、そういう話になるんです。運動なんか嫌いだって僕は構わな

いと私思う。そういう子がいたって。それと、引きこもりとか、家にこもっちゃうという

のを一緒にしちゃうとまずい。体育が嫌いだって引きこもりにならない子はいっぱいいる

わけですよ。 

○水﨑委員 もちろんそうですけど。 

○小田原委員長 だから、そういうふうに結びつけるんじゃなくて、ここで狙いとしているの

は何かといったら、体力を養って、健康な体で社会人に育っていってほしいということ、

その一つでやっている話だと思いますよ。体育が好きだとか運動が好きだとかいうのはま

た別な話だ。 

○水﨑委員 たまたま私、体育に話を結びつけちゃったんですけども、確かにそれは、放課後

遊びにしても、休みの日の遊びとか生活にしても、全部影響があるというのはわかってい

るんですけど、子どもたちの体を作る一つの場所でもあるので、私は、体育の授業に、力

を入れてほしいなと言ったつもりなんですけど。 

   決して体育の授業が悪いから体力がないんだ、そこまで極端なことを言っているつもり

ではもちろんないんですけど、体育でも、子どもたちがやればできる、その気持ちを育て

てやってほしいなと、それを言いたいんですよね。もちろん、得手、不得手はあるし、ど

んなにやっても差というのが出てくるのは承知はしているんですけど、跳び箱とか、逆上

がりとか、あんなのは、本当にちょっとしたコツでできるようになるんですよ。でも、自

分はできないと思っちゃったら、怖くて怖くて、運動するのが怖くなっちゃうんですね。 

   誰でもできそうなスポーツならいいですけども、跳び箱とか、マットもそうかな、あと

器械体操類なんかそうかもしれないですね。そういうのは、結構、怖くなったらもうやら

ないって、子どもってなっちゃう子が多いんじゃないかなと私は見ているんです。だから、

全部の子に同じようにはもちろん無理なのはわかってますけども、できるだけ体育の授業

とかそういうのを通して、子どもに、運動嫌いの子をつくらないような上手な指導もお願

いできればうれしいなと、そういう気持ちで言っただけなんですけど、ちょっと今のここ
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の、議題とは離れちゃうのかもしれないですけども、是非そういうところもよろしくお願

いしたいなという気持ちで言っただけなんですけど。 

○石川教育長 体力が落ちている要因というのは、さまざまに考えられるんですよね。一つの

要因じゃなくて、日本人の生活様式もそうですし、それから食の問題もそうですし、とに

かくいろんなことが絡んでいるわけですけれども、いずれにしても、我々が目指す教育、

知徳体食と言っているわけですから、そのうちの大事な一つなので、これはやっぱりもう

少し目を向けなきゃ。 

   今は知にばっかり目が向いていますけれども、あるいは徳に目が向いているわけだけれ

ども、私は体あってのことだと思っているんですよ。もう随分昔の話ですけれども、私学

の御三家というのがあって、麻布学園なんかはその一つに入っていたんですけども、私の

同級生で麻布に行ったのがいまして、その人たちとの意見交換を通して、麻布では、知徳

体と言わないんだ、体徳知と言うんだ、まず体が一番望ましい、そこに一番エネルギーを

注がなきゃいけないんだ、そんなことを言って盛んに議論をしたことがありますけれども、

私は、あれは循環しているもので、みんな大事だと思っているんですよ。 

   ですから、子どもたちが将来大人になり、豊かな生活をしていく上では、特に体を動か

すことというのはすごく大きな喜びでもあるし、活力のもとになってもいるものなので、

是非やっぱり、小さいころから運動嫌いにしちゃいけないなということは、水﨑さんの言

うとおりだと思うんですね。 

   そこでいろんなことを考えているわけだけれども、今確かに学校で、個々に一人一人を

伸ばすと言いながらも、体育なんかについては、そういう面はできていないんじゃないか

と思うんですね。ですから、体育の塾、あるいは個人教授みたいなものが今流行っている

わけですよ。やっぱり、こういう世の中はおかしいんじゃないかなというふうに思ってい

ますので、来年度資料ができるということですから、是非体づくりの部分でも。 

   やっぱり教育というのは時宜を得ていないと、タイムリーというのがあって、年をとる

と骨が粗密化するわけだけれども、その骨の粗密化の要因は、若いころの運動体験の不足

というのは、かなりはっきりして言われているところですから、かなり強い衝撃を与えて

おくということはすごく大事なことですし、それから、大人が、読書なんかと同じように、

運動をして汗を流す、そういう体験を一緒にするということがすごく大事なことだと思う

んですね。 

   とにかく生活の中が便利になっちゃって、上に上がるにもみんなエレベーターを使う。
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そういう時代なんですけど、日ごろの生活の中に運動を取り入れるような、そういうこと

も小学生のころから教えておく必要があるんじゃないかなというふうに思います。とにか

く、今、体を動かす機会が、こういう時代になって極めて少なくなっちゃっているから、

学校の中だけでもせめて運動させる、そういう習慣を意識づけする、あるいは生活化させ

る、そういうことが重要なことだというふうに思いますね。 

○小田原委員長 エレベーターを使わないで８階まで上ってくるとか、教育長の後にくっつい

ていくとか、そういうことが大事なので、私も教育長の後を追いかけるような生活をしよ

うと思っているんですが。 

   ほかに御意見ありましたら、どうぞ。 

○和田委員 こういう調査があるときに、この結果に余り振り回される必要はないとは思って

いるんですが、振り回される必要はないというのは何かというと、この調査項目というの

は、日常的な学校での運動を行う中身そのものではないですよね。例えばシャトルランな

んかにしても、そんなにやっていない。 

   例えば変な動きになってほしくないなと思っているのは、学力なんかでも同じなんです

けれども、シャトルランができないから、シャトルランの練習をすれば、それなりに動き

が出てくるし、ソフトボール投げだって、投げ方を指導すれば距離は少し伸びていくんで

すよね。 

   そういうことではなくて、全体の体力を向上させるという意味から、中学なんかは、残

念ながらすべてですね。すべてが下回っているという現状は、今教育長が言われたように、

学校全体で何かに取り組んでいかなければいけない、そういう気概を八王子市の体力向上

推進委員会の中で示してもらいたいなというふうに思っているんですよ。 

   八王子は、都内の学校に比べても、校庭の広さからしても、環境からしても、非常にそ

ういう運動面の環境は整っていると思うんですね。校庭の形もいいし、サッカーをするに

しても、何をするにしても、環境的には劣るわけじゃないわけで、そういう施設を十分利

用するような、そんな取り組みをしてもらいたいなというふうに思っているんですね。 

   ただ、漠然と全体に評価を、体力調査の結果を受けとめていくと、何をやっていいかわ

からないところが出てくるので、その推進委員会の中では、是非こういうところは重点的

にやっていこうというような、そういうことも含めて体力向上の取り組みをしてもらいた

いなというふうに思っているんですね。 

   きょうも、甲ノ原中の女子バスケット部の新聞記事が出ていましたけれども、日常的に
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毎日何かを、ランニングをするとか、運動をするという習慣をつけていかないと、こうい

う体力の向上というのは、底上げというのは、何か特別なことをやればできるわけじゃな

いので、そういう毎日の生活習慣も含めたような運動の機会をふやす、そういう意味で取

り組みというか、推進の計画が立つことを期待していますので、是非よろしくお願いした

いと思います。 

○小田原委員長 全部をとっているわけでもないんだよね。例えば１日７時間以上運動すると

いうのは▲ついているけれども、女の子の方なんだけども、これは多い方がいいわけだよ

ね。全国を上回っているということは、２時間以上運動を女の子はやっている、そういう

ことだよね。全部が悪いわけではない。だけど、振り回される必要はないけれども、取り

組みとしてのヒントはこういうところから出てくるだろうということは言えますよね。 

○川上委員 皆さんがお話しになったことなんですが、私も自分が実技をやる人間なので、そ

れよりも前に、人間としての実力の第一は体力だというふうに思っているんですね。体力

というものが運動能力とちゃんとわざわざ分けて書いてあるので、要するに、力としての

体力と、運動能力に対する体力と、また違うものもあると思うので、そういうところもき

ちんと、普段の生活、それからせめて教育長は学校内だけでもみたいなことをおっしゃり

ましたけれども、先ほどの続きもあってあれですけど、食育との関係ですとか、ほかの科

目での授業の受け方でも、姿勢一つだってそこに出てくるわけですね。 

   そこからくれば、当然、結果として頭もすっきりするかもしれない。すべてつながって

いることだと思うんですが、一つ出てきたことに、こういうふうにやらなきゃならない。

一つ一つの能力にしてからいろんなことがあるかもしれないですが、余り気にすることは

ないかなと。２１年度には全員がやるということですか。これをやると書いてありますけ

ど。 

○宇都宮指導室統括指導主事 はい。５年生と中学２年生。 

○川上委員 全員が参加するということですね。今年もですから、何千人だかいるところから、

結果として、もし結果が欲しければ、そこから数字が、相関関係なり何なりが出てくると

いうことが期待はされるということですよね。それで安心なさる方もありますので、やっ

ぱりきちんとつくるといいかもしれませんね。 

○小田原委員長 いろいろ御意見、感想が出ましたけれども、要は、さっき教育長からも、知

徳体、体徳知という話で、本市ではそのもとに食育があると言っているわけだから、川上

委員もありましたけれども、いわゆる全体、人間として何がどうあるべきかというところ
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が基本にあるわけで、そこに向けてそれぞれが、さっきの「おおるり展」もそうなんです

が、みんな関連してくるわけですけれども、そういう観点で人間の体を作っていく、この

一つの材料だというふうに考えて、これを活用する。あるいは、数を増やすなら数を増や

して、その結果をどういうふうにまた考えていくかということで進めていっていただきた

いと思います。 

   それでは、指導室、家庭教育への提言について。これも関連していく部分があるんだな。

お願いします。 

○宇都宮指導室統括指導主事 統括指導主事の宇都宮でございます。 

   １月２１日水曜日に新聞報道、それからテレビ報道等されました、中学生の２名逮捕、

３名補導というものに対しましての対応でございます。 

   まず、１枚目につけました問題行動等の防止の徹底及び生活指導の充実についてという

ことで、各学校へ６点についてお願いをいたしました。一つ目は、児童・生徒の生活環境、

家庭の養育方針・姿勢等を把握して、緊密に連携して、問題行動の早期発見に努めなさい

ということ。２点目が、児童・生徒、保護者等が相談をしやすい組織的な教育相談体制を

構築すること。３点目は、保護者会や学校だよりなどを通じて、保護者に対して家庭にお

ける教育の重要性について啓発をすること。４点目は、社会で許されない行為は、子供で

も許されないとの強い認識に立って、児童・生徒に対する指導に臨み、児童・生徒自らが

その自覚を持つよう心の教育の充実に努めること。５点目が、児童・生徒の問題行動等が

発見された場合には、組織的な指導体制を整備し、直ちに解決に向けて取り組むこと。６

点目は、学校は、学校だけで解決できない場合を想定し、学校サポートチームの活用等を

通して、関係諸機関や地域社会との連携・協力体制を整えていくこと。６点をお願いいた

しました。 

   その中で、子供たちの発言の中で、これは報道等に書かれていた内容でございますが、

幸せなやつは許せない、幸せそうでむかつく、幸せそうでお金持ちの子はむかつくという

ことで、新聞の中にも書かれておりましたが、５名中３名の家庭が両親が離婚していると

いうような状況等もありまして、やはり家庭教育における重要性を訴えていく必要がある

だろうということで、今回の家庭教育の提言についてということでリーフレットを作成を

いたしました。これにつきましては、八王子市立学校に通っております各家庭に１部ずつ

送る予定にしております。一応皆さん方には、白黒でございますけれども、通知用に出し

たようなカラー印刷ということで、目立つような形で作らせていただきました。 
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   これにつきましては、下のところに、八王子市、八王子市教育委員会、小・中学校長会、

それから小・中のＰＴＡ連合会ということで、総ぐるみで家庭教育の重要性を考えている

んだよということ、それから、これは当然自治会等にも回していきますし、児童民生委員

の方にも配付していきたいなというふうに思っているので、広く使っていかれればなとい

うふうに思っております。 

   もう一つは、そこに書かせていただいておりますが、教育基本法の改正で、第１０条で

家庭教育の重要性についてうたわれているのと、家庭教育についての施策を地方公共団体

は講じなければならないという規定もありますので、ここで、「八王子市の家庭教育８か

条」ということで８点挙げて、各家庭にお願いをしていきたいなというふうに考えており

ます。 

   命の大切さについて伝えよう、「早寝・早起き朝ごはん」を励行しよう、親子の会話を

大切にしよう、家庭での役割を与えよう、欲しいものを何でも与えずにがまんを教えよう、

よくない言動をしたらきちんと叱ろう、よいところを見付けてほめよう、きちんとあいさ

つをさせようの８か条でございます。 

   裏面をご覧いただけますでしょうか。裏面につきましては、その８か条に基づきまして、

幼児期・小学校低学年、小学校中・高学年、中学生のそれぞれの発達段階に応じて、各過

程でこのような取り組みをしていただきたいということが書かれております。また、子供

のための相談窓口ということで、今まで各所管で、例えば教育センターの総合教育相談の

資料を配ったり、カードを配って、いのちの電話のカードを配ったりしていたわけでござ

いますけれども、このリーフレットを配ることによりまして、ここに相談窓口の一覧を載

せて、子供たちが連絡をしたり、それから家庭の方で連絡をとったり相談したりする、そ

ういった窓口を示せるようにというふうに考えているところでございます。 

   以上でございます。 

○小田原委員長 家庭教育の推進については以上ですが、何か御質問、御意見ございませんか。 

○水﨑委員 みんなで育てよう八王子の子どもという案は、見せてもらったんですけど、これ

はもうこれで決定なんでしょうか。それとも、もう一度ゆっくり読んで御意見しても間に

合うんでしょうか。どうなんでしょうか。 

○宇都宮指導室統括指導主事 案と示させていただいておりますので、あくまで案でございま

す。これにつきましては適時性がございますので、できるだけ早い時期に配りたいと思っ

ておりまして、２１日に起こった事件について、２３日に学校に対して通知を出している。
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こちらとしてもなるべく早く動きをしたいということで、来週か再来週の末ぐらいまでに

は配付をしたいというふうに考えております。逆算すると、今週中に印刷屋に入れるとい

うことになります。 

○水﨑委員 今週中に印刷屋に出す。 

○石川教育長 教育委員会の方がいいのかな。 

○宇都宮指導室統括指導主事 細かいところは後ほど。 

○小田原委員長 この八つ、８か条というのは。 

○石川教育長 八王子の八を。 

○小田原委員長 どこかでもう既に示されていたものなんですか。今回この案で初めて出てき

たものですか。 

○宇都宮指導室統括指導主事 いろいろなところで８か条を示されているんですけれども、そ

れと、心の東京革命が始まったときに、家庭への提言の部分の中から重要だと思われるも

のをピックアップして載せてきています。あのときの七つのルールの中の半分ぐらいを、

ちょっと言い方を変えていますけれども、ここでは使わせていただいています。 

○小田原委員長 つまり、あそこの七つの提言とは、これが８か条となったときに、七つじゃ

なくて八つになったのは、ふえているわけでもなくて、七つの中の事柄が散りばめられて

いるわけなんですけれども、まあ、いいや、それは連動するということでもなくて、八王

子は八王子だということなんですね。 

○水﨑委員 八王子市教育委員会、小・中学校長会、小・中学校ＰＴＡ連合会、この名前で出

すと、今お話あったんですけど、それぞれがこの内容について把握していますか。  

○宇都宮指導室統括指導主事 紙面ですか。紙面は、今委員会が通ってからじゃないと出せま

せんので、これから各委員のところに。これを出すこと自体は御了承いただいています。 

○石川教育長 これ、頭は教育長の名前が書いてあるけど、これ教育委員会でいいんでしょう

かね。 

○川上委員 教育委員会の方がいいと思います。先ほど聞きましたら、この間も私、かわいそ

うという言葉を使ったと思うんですが、家庭のあり方というのがありますね。家庭を作っ

ている元は社会、大人ですので、生涯学習の方に関係してくるんじゃないかというふうに。

私は前から社会人教育という言葉で表現していたと思うんですけど、やっぱりそこに意識

がないと、一つのいい家庭というか、温かい家庭とか、地域との関係とかつくれない。教

育委員会ですからいいんですかね、教育長でもね。 
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○石川教育長 教育委員会の代表で出すなら委員長でしょう。だから、教育委員会でいいんじ

ゃないかと思うんですよ。 

○小田原委員長 個人名が出た方がアピール度は高いんだけども。 

○石川教育長 当初は、裏側にコメントをちょっと載せるという話だったから、教育長名でも

いいかなとは思ったんですよ。だけど、これ頭に出てきているから。 

○小田原委員長 中身は教育長が書いたものだから、文句はつけようがないと思いますけど。 

○石川教育長 文句つけてください。 

○小田原委員長 いや、これはこれで。どうですか。基本的な考え方がここに示されていると

いうふうに思いますけれども。必要なマナーや基本的な生活習慣やと並べるのは、文脈的

にいかがかということと、「子供」は漢字で、これで行くわけね。八王子市教育委員会と

しては、漢字の「子供」を使っていくわけね。 

○宇都宮指導室統括指導主事 済みません。都の表記便覧上は漢字できていたので、やってし

まったんですけど、八王子が平仮名ということであれば。 

○小田原委員長 そこも含めて。基本だからな、こういうところは。そこは八王子の姿勢を示

す形にしてほしい。 

○宇都宮指導室統括指導主事 はい、了解です。 

○小田原委員長 それからもう一つは、保護者の皆さんの協力という、そういう呼びかけでい

いですか。みんなで育てようといったときに家庭におけるというふうに続く。ここが何を

言いたいわけですか、１０条を示して。そこもちょっと気になりますので、御検討いただ

きたい。 

○川上委員 文字数が多いように思うんです。 

○石川教育長 ちょっとごてごてしている感じですね。 

○川上委員 ここを見せたいので。 

○小田原委員長 要は、何に向けているのかということを絞らなきゃいけないんですよ。そこ

に読んでほしい人たちがいるわけでしょう。そうすると、この裏まで行くかどうか。言い

たい気持ちは、皆さんの気持ちはわかる。作っている人たちの。だけども、読んで、最初

に統括指導主事が言ったのは、中学生のところから入ったでしょう。事故を起こしたとい

うところ。その中学がどこの中学だどうだというふうな話までいかないけれども、そうい

う子どもたち及びそういう子どもたちを抱えている学校、家庭、そこに知らしめたいとい

うところがあるわけですよね。とすれば、何を私たちは言いたいのか。あとどこか読んで
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ほしいというというなら、そこのところはつけ加えるみたいな形にする。 

○川上委員 これは、何か私わかっていないのかもしれませんけど、どこに配るんですか。 

○小田原委員長 全家庭です。 

○川上委員 家庭ですか。家庭に配るのに、後ろのことをこういうふうにして、何が大切です、

何がこうですって、ここまで書くんですか。普通だったら、私が家庭でこれをもらったと

きに、ここまで教育委員会がわざわざ全部書いてくるんですかねというのが気になりまし

たけど。今ちょっと全部読んでみて。要するに私が親だったら、子どもの学校においても 

  いろんな家庭がありますよね。ですから、当然、言いたいことはわかるんですけど、書き

出しなんじゃないかなというふうに思ってます。文字数が多いというのはこちらのことな

んですけど、こういうことが必要です、こういうことをしたら、もしそうじゃなかったら、

知っていますかの方がいいのかしらって。ちょっとそれは書き出しの問題だと思いますけ

ど、ここまで一つ一つのことに。これ以外のことに触れられないわけですから、こういう

のって少ない問題かと。何かちょっと気になって。ごめんなさい。これを全部読んでいる

と、教えているみたいな感じ。 

○宇都宮指導室統括指導主事 そのつもりだったんです。要するに、親御さんがこちらの８項

目をやられるときに、この裏面を見て、４本の柱で縦を通しているんですけども、それぞ

れの取り組みの中で、例えば「早寝・早起き朝ごはん」を励行しようの訳は、低学年時期

では生活のリズムを整えることが中心になるんですよということの説明を低・中・高で表

現をしているという、そういう感じに持っていったんです。あえてここまで詳しく説明を

してわかってもらおうと、そのぐらい強い決意なんですよということを示すがために、大

切です、必要ですという言葉を。 

   だから、御理解いただいている保護者の方には、こんなことわかってるよと恐らく言わ

れるし、原案を室長に見せたときに、うちの家庭はやってるよというふうに御指摘を受け

たわけですけども、そういう家庭は問題はないわけですけども、そうでない家庭に逆に読

んでもらいたいかなと思うんです。 

○川上委員 逆に、そうでない家庭としたときに、これを読んでわかりますかね。何かちょっ

と気になるんですね。ごめんなさい、もうちょっと何か。何がって具体案は出せないので。

すべて書いてありますと思います。今言いたいことはすべて書いてありますけど、そうじ

ゃないところも全部あれして、子どもたちの一人一人になっていくわけなので、書けてな

いところ、書いてなかったみたいなことになったら困るでしょうというふうに思っちゃう。 
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○小田原委員長 いかがですか。ほかにも御指摘。まず読むかどうかなんですな。指導室とし

てはみんな読ませたい。 

○宇都宮指導室統括指導主事 読ませたいがために、わざわざフルカラー印刷をすることにし

たんですけども。 

○小田原委員長 どうだろうな。 

○川上委員 もし読んでいただくようにするんでしたら、べたで字が書いてあるというのだけ

はおやめになった方がよろしいかと思います。目がぽんとそこに行く、ここにいてぽんと

どこに行くように、あそこの時計に目が行くような感じで、こういうふうに書くといいと

思います。こういうところをこう書いて余白とか、ちょっとレイアウトかもしれませんけ

ど、そうすると、ぽんと目が行くんじゃないですか。これ、ここのところでずっと揃って

いるというのがわかるんだったら、それをちゃんと強調なさればよろしいと思うし。 

○小田原委員長 例えば中学生の一番最後のところで、「性について共に考える」というタイ

トルとこの中身とは一致しないんだな。「相手の立場や考え方を思いやることや理性によ

るコントロールの大切さ」云々といって、「男女相互の望ましい人間関係の重要性につい

て話し合うことが大切です」。これは性について共に考えること。 

○石川教育長 性については幾つも重なっているよな。 

○宇都宮指導室統括指導主事 命の大切さと親子の会話、よくない言動。 

○小田原委員長 この性というのはセックスのことではないの。男性、女性ということではな

いの。 

○宇都宮指導室統括指導主事 そうです。別にセックスだけじゃないです。 

○小田原委員長 いや、男と女ということじゃないの。理性、重要性の性じゃないでしょう。 

○宇都宮指導室統括指導主事 男女の性です。 

○小田原委員長 だから、そういうことをきちんと言わないと、言ってる中身がわからない、

通じていかないんだよな。例えば幼児期の２番目「子どもとの信頼関係を築く」といった

ときに、この中身というのは必ずしも一致してこないんですよね。信頼関係を築く。子ど

もは安心して集団の中に入っていくことができますといったときに、信頼関係を築くとい

うことの一つなんだろうけれども、どうすること、どういうことなのかということ。言っ

てる意味わかんないな。 

○宇都宮指導室統括指導主事 いや、わかります。すごくよくわかるんですけども、ここまで

要約するのに。本当はもっと膨大な文章だったんですよ。それをここまで要約したのです
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が。 

○小田原委員長 要約しようとするから、こういう文章になると思うんです。 

○宇都宮指導室統括指導主事 かもしれないですね。 

○小田原委員長 そうじゃなくて、信頼関係を築くんだったらこうしなさいということを言う。

例えばこうしなさいということを言った方がわかる。信頼関係をつくる何か。子どもとの

信頼関係を築くといったときに、どうすること。話を聞いてあげなさいということなのか、

見守ってあげなさいということなのか。両方必要だったら両方入れるべきで、見守ってく

れていると、子どもは安心して集団の中に入っていくことができます。公園で遊んでいる

ところを公園で見ていなさいということを言っているのか、よくわからないんです、こう

いう話というのは。それが性についてもそうなのね。 

   相談窓口いっぱい並べてあるけれども、こういう部分を言いたいのか、上のことを言い

たいのかというところがね。困ったときには下へどうぞと、そういうような話にしちゃっ

て、これを小さくしちゃうんだろうと思うんだけれども、これ急ぐ話だから。 

○川上委員 そんなこと言ってられない。ちょっとよろしいですか。子どものための相談窓口

というのは、これは子どもがかけるんですか、それとも大人がかけるんですか。 

○宇都宮指導室統括指導主事 両方あります。 

○川上委員 ああ、そうですか。子どもの相談じゃなくて、子どものための。これ親に渡すと

言いましたよね。だから、子どもの相談というのは、いじめ相談ホットラインというのは、

これは子どもがかける。 

○石川教育長 子どもに関わっての相談はこういうところがありますからどうぞという意味で

しょう。 

○小田原委員長 そういうふうに言ってやるんですよね、親切ならばね。それぞれが違う役割

を持っているのか、みんなどこへかけても同じことを言ってくれるのか、そういう話にな

っているんだろうけども、こういう場合はここですよというのが親切な言い方だろうと思

いますけどね。 

○水﨑委員 これ、家庭ってなったときには、福祉の方も関係してきますよね。こども家庭部

に対して、こういう内容はどうだろうという、そういう相談とか話し合いというのはした

んでしょうか。 

○宇都宮指導室統括指導主事 もちろんしています。ですので、八王子市が入っています。た

だ、福祉の方は、そこまで守備範囲を広げるかどうかというところがあったので、まだそ
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ちらの方には言ってませんけれども、これの発展形として次のステップが、これで終わり

じゃないと思っていますので、これの次とか出てくることになると思いますので、そのと

きに一緒に、教育委員会でまずこういうのを出した、そこからきっかけとしてどう輪が広

がっていくのかというところは、コントロールしていく必要があるかなと。 

   こども家庭部の方に、こういったものがあるのかということでお尋ねしましたら、出し

たことはないということを御返答いただきまして、ですので、これが多分中で出す初めて

の家庭への提言のリーフレットになるのかなというふうには思っています。 

○水﨑委員 これも、こども家庭部とはしないで、八王子市と書くんですね。 

○宇都宮指導室統括指導主事 はい、そういうふうにしました。 

○水﨑委員 じゃあ、あくまでもこの内容についても、こども家庭部とも一応話し合ったし、

今後も関係をとっていく・・。 

○宇都宮指導室統括指導主事 とることになると思います。 

○水﨑委員 そういうことですね。はい、わかりました。 

○小田原委員長 相当という言葉が入りましたけど、相当話し合いましたね。家庭教育８か条、

家庭の教育。市民の皆さん、大人の皆さんという、そこら辺が絞り切れているかどうかと

いうところなんですね。 

○川上委員 保護者には行きますけど、地域の家庭にはどういうふうに行くんですかね。保護

者だけを対象。しつこいようですけど。 

○宇都宮指導室統括指導主事 とりあえず保護者だけ対象。先ほどお話ししましたように、中

学生についてこういうことが起きてきたということを根拠にしてスタートを切っているの

で、まず保護者に配っていく。先ほど教育長からあったように、町会等も回覧等でどんど

ん回していって、必要に応じて各場所に、ちょっと多目に印刷しようと思っていますので、

置いていって活用してもらえればというふうに思っています。 

○水﨑委員 中学生の話出ましたけど、今に始まったことではなくて、ずっと前から、こうい

う子どもたちに関係しているいろんな問題というのは起きていると思うんですね。ここへ

来てこういうものを出そうとなったということは、それはそれでいいかとは思うんですけ

ども、これを出すのがまず第一歩で、そこから先に、どう子どもと、その家庭と取り組ん

でいこうか、それが一番大きな課題だと思うんですね。 

   実際、私、児童委員とかもやってましたけど、家庭を変えるということは非常に困難な

んですよ。家庭を変えるより子どもを変えた方が早いだろうというぐらい、本当に家庭と
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いうのはとってもいろんなものが絡んでいて、なかなかそう簡単には方向性を変えられな

い。規範が低下している。規範自体がない、そういう家庭もありますし、かといって、ち

ょっと寂しい家庭に問題の子どもが多いのかというと、決してそうではなくて、幸せな裕

福な家庭で、教育もしっかりついて、学力もしっかりついている子が事件を起こすという

ことも、今までもあったし、これからもあることだと思うので、そこら辺も含めて、これ

からどう家庭と、あと地域も含めて、一緒に子どもを育てていこうかという具体的なとこ

ろをやっていくのが一番必要なんだと思うし、それが一番大変なんだろうとは思うんです

けどもね。これは第一歩としても、ここから先がかなり大変になってくると思うので、そ

こら辺は考えていかないと。 

○小田原委員長 今の水﨑さんのはちょっとよくわからなくなってくるんだけど、話が。 

○水﨑委員 わからないですか。 

○小田原委員長 だって、初めは、家庭を変えるのは大変だと言ってるわけでしょう。大変だ、

ほとんど不可能だと。だから、こうやっていくことが大切だ、だけども大変だという話に

なると、どこをどうするということになるの。 

○水﨑委員 済みません、もっと簡単に言えばよかったんですけども、これを出すだけではそ

ううまくはいきませんよねということで、出すのはいいんだけども、出してから、これか

らどう取り組んでいこうかというところを本腰入れていかなくちゃいけないんじゃないか

な、そういうことを言いたかったわけです。 

○小田原委員長 皆さんにこれを出すということはどういうことかというと、大変なところに

向けてこれをまず突きつけていくということなんですよ。変えられないというふうに思っ

ているわけじゃないんですよ。 

○水﨑委員 それは、私だってそう思っていないし、何とかと思いますけど。 

○小田原委員長 そういうところから出発しているから。だから、話がわからなくなっちゃう。 

○石垣学校教育部長 この件については、市で最初のところに手書きで三つ書いてございます。

これを推進していくということで、今回学校あてに通知を出しました。その上で、このプ

リントを家庭に配付する、そういう段取りでやっていますので、教育委員会、学校は、こ

れから家庭あるいはそのほかの行政体と連携しながらやっていかなきゃいけないというこ

とは、プリントの中に書いてありますから、そういう点は出させていただいております。 

○小田原委員長 もう一回言って。言ってるところがよくわからないんだけれども。これは校

長に行く話でしょう。 
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○石垣学校教育部長 そうですね。 

○小田原委員長 この写しが学校にも行くの。家庭にも。 

○石垣学校教育部長 家庭には行きません。 

○小田原委員長 それじゃだめだ。この話をしているんです。 

○石垣学校教育部長 私の方としては、この三つのことをこれからやっていく。それはこの紙

の中には書けませんから、これは家庭でこういうことをやってくださいということを学校

を通じて配付をするということなんですね。 

○小田原委員長 話が飛んじゃって非常に申し訳ないんだけれども、何が問題になっているか

というと、これを読ませる相手は誰なんですかということなんですね。これは市民全員に

行くわけじゃない。保護者ですね。これを保護者に、とにかく一人一人に渡して読んでも

らうんだということなんですね。 

   だから、それはどういうことかといったら、どの家庭にもこれが行って、これを呼びか

け、このところはきちんとそれぞれの親はやってくださいよということをまず知らしめて、

そこから、今の部長のいろんなそれぞれの担当部署がそれぞれの行動に移していくんです

よということ。変えられないものじゃなくて、それを変えていく、その第一弾。問題が起

こっちゃったから、ここで改めてこれをやりますよと、そういうことなんですね。 

   中身については、私が先ほど気がついたところはそんなところなんですが、それを検討

していただいて、修正できるものは修正して、読ませる形にしていただきたい。川上委員

は、このところはいかがでしょうか、皆さんが読むでしょうかという心配。 

   他にどうですか。 

○和田委員 今回の大きな暴行事件を受けての背景があるわけですけれども、学校によっては、

いろんな生活指導上の問題がいっぱいあるわけで、このパンフレットを配るだけで解決す

るわけでも何でもないと思うんですね。それで、私はやはりこれを学校がどういうふうに、

例えば保護者会で説明をするとか、あるいは学級懇談会のときに使うとか、そういうこと

を考えたときには、学校の事情も違うでしょうから、裏側についている説明はつけてあげ

て、やっぱり校長なりあるいは担任なりが、この資料をもとにしながら、自分の学校に関

連するところもあるでしょうし、特に今の自分の学校の課題として触れる必要がないとい

うところがあるでしょうから。 

   先ほど性の話も出てきましたけど、やはり性の問題を抱えている学校もあるわけですか

ら、そういったものを含めたときに、後ろにこういう説明文をつけてあげて、それを活用
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するということをぜひ配付するときに学校側に徹底していただいたらいいんじゃないかな

というふうに思います。 

   これを配って終わりということはまずないでしょうから、そういう意味で、２月の中旬

に配られるということを考えたときに、３月の上旬には保護者会が行われるということを

前提に考えたときには、やはり早目に配るということと、どんなことを指導したらいいの

かという押さえどころだけは後ろ側に示しておいてあげて、それを各学校が取捨選択しな

がら説明に生かしていく。ですから、恐らく、これ以上のお願い事を学校がすることも多

いと思いますので、これは最低限、ミニマムとして、指導の内容として示していいんじゃ

ないかなというふうに思っています。 

○小田原委員長 今の話で、学校の先生もこれをちゃんとやっていかなきゃいけないというこ

となんですね。例えばこの間行った中学校では、子どもたち３０何人のクラスで、１０何

人がノートもない、教科書も出していない。それを先生どうしているかといったら、何も

言わないのね。よくない言動をしたら、きちんと叱ろうということができないんですよ。

で、授業は進んでいるわけですよ。その授業は、何とかさん、答えなさい、はい、できま

した、そのやりとりだけなんですね。 

   そういう教え方が授業の中で毎日行われているとしたら、排除される子どもたちはどう

なっていくんだろう、あるいは、授業に参加できない子どもたちはどうなっていくんだろ

うというのがありますので、それを是正できる体制をつくっていかなきゃいけないだろう

ということですね。それが、もう２月のこの時期ですから、終わりの時期ですよ。１年間

そういうことが行われてきて、結果としてそうなっちゃっているとしたら、これは大変だ

なというふうに思いましたので、家庭だけの問題とせずに、学校の果たす役割は当然言っ

ていかなきゃいけない。市民としてやっていかなきゃいけないという部分はあるだろう。

そこをぜひ真剣に進めるよう働きかけていただきたい。 

   特にまた何かありましたら、それでは、指導室の方に御連絡いただくということでよろ

しゅうございますか。 

   指導室３件ございましたけれども、よろしゅうございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小田原委員長 では、続きまして、スポーツ振興課から御報告願います。 

○遠藤スポーツ振興課長 それでは、第５９回全関東八王子夢街道駅伝競走大会の開催につい

て、御報告いたします。 
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   報告は日巻主査からいたします。 

○日巻スポーツ振興課主査 スポーツ振興課、日巻から報告を申し上げます。 

   私の方から、第５９回全関東八王子夢街道駅伝競走大会について御報告申し上げます。 

   まず開催日時でございますが、平成２１年２月の２２日でございます。開会式につきま

しては、９時１５分、南多摩高校で行います。スタートにつきましては、１部から３部は

午前１０時、４部から７部が午前１０時１０分ということで、ＪＲの八王子駅北口をスタ

ートいたします。 

   コースは、第５６回から同じコースを使っておりますが、ＪＲの八王子駅北口をスター

トいたしまして、２０号のバイパスを西に向かいまして、甲州街道を通り、狭間、めじろ

台方面を、１部から３部につきましては２周、４部から７部につきましては１周しまして、

甲州街道を通って、最後南多摩高校にゴールするといったコースでございます。 

   次に、参加申し込みチーム数でございますが、ことしは昨今のランニングブームもござ

いまして、非常に多くのチームが参加いただきました。中学校の男子は同数なんですが、

それ以外の部門につきましては多くの参加がありまして、最終的に７７チーム昨年より増

えまして、４６４チームということでございます。 

   主な出場チームを見ますと、先日の箱根駅伝に出場いたしました地元の中央大学を初め

日本大学、国士舘大学の３校に出場をいただいております。この中には実際に箱根駅伝を

走った選手も多数出場をする予定でございます。また同じように、全国高校駅伝に出場し

ました地元の八王子高校女子のチームも参加いたします。また、お隣の山梨県からは、山

梨県立山梨農林高等学校が参加いたします。大変レベルの高いレースが期待できると思っ

ております。 

   また、資料の次のページなんですが、東京都とオリンピック・パラリンピックムーブメ

ント共同推進事業といたしまして、オリンピックに出場された選手４名で特別チームを編

成いたしまして、駅伝に参加していただく。スタートにつきましては、４部から７部がス

タートしている１０時１０分のスタートでございます。 

   １区につきましては、地元のコニカミノルタに所属していまして八王子市に在住在勤で

ありまして松宮選手、現在、５，０００メートルと１万メートル日本チャンピオンという

ことで、日本で一番速い選手にまず１区を走っていただく。２区につきましては、これは

水泳の選手なんですが、中村真衣選手ということで、裏にプロフィールが載っていますけ

ども、シドニーオリンピックで、背泳ぎで銀メダルを獲得した選手が２区を走るというこ
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とでございます。３区は、往年の名ランナーであります瀬古選手に走っていただきまして、

４区、最終区は、この前の北京オリンピックにマラソン代表で出ました尾形剛選手が走る

予定でございます。 

   また、大会終了後は、このオリンピアン４名によるサイン会も予定してございます。 

   以上でございます。 

○小田原委員長 スポーツ振興課からの報告は以上ですが、何か御質問、御意見ございませんか。 

   特にないようでございますので、２２日よろしくお願いします。 

   予定された報告は以上ですが、何かほかに報告することございますか。 

○由井学校教育部参事 先ほどの死亡者叙位の発生年月日でございましたが、確認いたしまし

たところ、平成２０年。２１年ではなくて２０年、つまり死亡日。２０年の誤りでござい

ました。 

○小田原委員長 １年後ではない。当日にさかのぼるわけね。 

○由井学校教育部参事 はい。 

○小田原委員長 ということでございます。 

○石垣学校教育部長 報告事項でございますけれども、学事課から報告がございます。インフ

ルエンザの関係での報告、それから表彰の関係で２点報告をさせてください。 

○小田原委員長 じゃ、学事課からどうぞ。 

○野村学事課長 インフルエンザによる臨時休業状況を御説明いたします。 

   説明は、担当の山本主査の方からお願いします。 

○山本学事課主査 学事課保健担当の山本です。インフルエンザ様疾患による臨時休業状況と

いうことで御報告をさせていただきます。 

   資料の方をごらんください。まずエクセルの表があります。こちらの方ですね。今回は、

発生日１２月の１５日からきのう現在までの数を一覧にしております。現在、２月の３日

現在ということになります。５３校で１４５クラスで臨時休業の措置をとっているという

状況です。内訳につきまして、中学校が１３校で、小学校が４０校ということになります。

総欠席者数が、累計で１，２０６名ということになります。本日は、１４時、午後２時現

在で１校、楢原小が、１年生が学級閉鎖ということで連絡がありました。本日臨時休校の

措置をとっている学校は、小学校が１３クラス、中学校が１クラスあります。 

   裏面をご覧ください。裏面に関しましては、発生学校数とクラス数、欠席者数を一覧に

したグラフになります。これを見ますと、前回報告しましたとおり、１９日が発生が多く
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なりまして、そして２６日が一つの山になっています。その後増減があったんですけども、

やや少なくなっているという状況です。１９日と１月の２７日、そして２月の２日に関し

ましては月曜日ということで、やはり月曜日の欠席者というのは多いということが言える

と思います。 

   臨時休業の状況につきましては以上です。 

○小田原委員長 インフルエンザについてはいかがですか。 

   月曜日が多いというのは。 

○野村学事課長 理由はちょっとわからないんですけど、これ見ると月曜日が多いんですね。 

○山本学事課主査 お休みで、家庭に戻られて環境が少し変わったというところもあるのかも

しれませんが、明確な理由はわかりません。 

○石川教育長 マンデーデジーズですよ。月曜病ですよ。大人だってそうじゃない。休み明け

というのは行きたくないんですよ。だから、ちょっとでも症状が出れば休むんじゃないか

な。 

○小田原委員長 だって、インフルエンザですよ。 

○石川教育長 だって、インフルエンザを確認したわけじゃないでしょう。 

○山本学事課主査 風邪も含めてのお休みが入ります。 

○水﨑委員 一ついいですか。学校の先生もインフルエンザにかかっているというのをお聞き

したんですけども、その状況はどんな感じなんでしょうか。 

○小田原委員長 この間行った限りでは、僕は３校行ったけど、インフルエンザで休んでいる

のは１人だけだったですね。学校ではね。 

○野村学事課長 先生の数は把握はしていませんけれども、校長先生なんかに伺うと、当然、

流行時期になるので、予防接種をしておきなさいよというふうなことは出している学校も

あるみたいですね。 

○小田原委員長 埼玉県で、学校の先生じゃなくて、事務員の方がインフルエンザにかかった。

そういう話があります。 

○水﨑委員 特に困っているという状況の報告はないということですね。 

○野村学事課長 そうです。 

○水﨑委員 はい、わかりました。 

○小田原委員長 じゃ、よろしゅうございますか。 

   次の件。 
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○野村学事課長 健康教育推進校の表彰の受賞の決定が東京都の方から参りましたので、それ

についても御報告いたします。同じく山本主査からです。 

○山本学事課主査 引き続き報告させていただきます。 

   資料最後のページになります。平成２０年度健康教育推進学校表彰の受賞校決定という

ことになります。こちらは、財団法人の日本学校保健会が主催する表彰制度です。健康教

育推進学校ということで、市内の城山小学校が受賞ということになりました。こちらは優

良校ということで受賞ということになっております。 

   この表彰というのは、学校内だけの推進体制ではなくて、家庭や地域との連携による取

り組みをしている学校が対象となるというものです。本市では八王子市の学校保健表彰と

いうのがありまして、そちらの優良校を翌年東京都の方の教育委員会の表彰に推薦をして

います。さらにそこで優良校になりますと、また翌年こちらの方の表彰校ということにな

りますので、城山小学校は、昨年は東京都の表彰で優良校を受けて、その前は八王子市の

優良校を受けたということになります。ですから、八王子、東京都、そして日本保健会と

いうことで、３回連続の受賞ということになります。 

   何度かお話が出ていますけれども、東京都の表彰校であるとか、市内の表彰校であると

か、こちらの表彰校に関しまして、いろいろ取り組み事例というのがありますので、そう

いったものを事例集という形にしまして、各学校に配りまして、参考にしていただいて活

用していただくということを考えております。 

   報告は以上です。 

○小田原委員長 ただいまの報告について、何か御意見、御質疑ございませんか。 

   特にないようでございますので、学事課の報告は終わります。 

   以上で公開での審議は終わりますが、委員の方から何かございますか。 

○水﨑委員 一つ質問なんですけど、２月１日の広報はちおうじに、市の嘱託員を募集という

ことで、小中一貫教育推進校講師ということで１０名募集になっていたんですね。中学校

教員免許をお持ちの方ということで載っていたんですけども、これについてちょっと詳し

く教えてほしいなと思ったんですけど。 

○小田原委員長 これは教育総務課。指導室。 

○宇都宮指導室統括指導主事 指導室です。この後説明する機会がありますので。 

○小田原委員長 この後というのは、どこで。 

○宇都宮指導室統括指導主事 ここの場です。 
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○小田原委員長 公開の席で質問が出たから。これみんなに公開というか、募集しているわけ

だから、言える話じゃないの。 

○宇都宮指導室統括指導主事 小中一貫のモデル校の方で、グループで行っていただいて、来

年度につきましては４０校今募集しているところでございますけれども、そこで、中学校

から小学校へ教師が行ったりするときに補助的な役割を。また、小学校と中学校との間を

行き来したりする、そういった方々で、いわゆるアシスタントティーチャーもそうなんで

すけども、教員免許を持っている方で授業が持てる方ということで募集をかけております。 

○小田原委員長 よろしいですか。 

○水﨑委員 特に教科は決まっていないんですか。 

○宇都宮指導室統括指導主事 一応全教科ということで考えておりますけれども、学校の人数

を事前に調査しておりますので、その中で特に英語と数学が多いということは把握してお

ります。 

○小田原委員長 把握じゃないよ。要するに、僕は事前の相談はありませんよ。ありませんけ

れども、そういうのが出ているということはどういうことかというと、教員の採用は市独

自ではほとんどないわけなんですけども、小中一貫校をやったときに、当然またぐことも

ありますから、そうすると、授業の持ち時数がふえます。ところが、ある一定の数字を超

える今年度ができない形になっていますので、そうすると教員の数が足りない。県という

か、都の方からは、その講師時数はもらえるかというと、もらえませんから、市独自の対

応をしなければいけない。で、講師が足りないから募集をかけておるということだと思い

ます。 

○水﨑委員 あくまでも小・中一貫推進校に対して嘱託員を置く。 

○小田原委員長 嘱託じゃなくて講師でしょう。 

○水﨑委員 講師を配置するということなんですね。 

○小田原委員長 余裕があれば。これも予算絡みの話になってくるだろうと思いますね。とり

あえず間に合わないから、人材バンクの形で登録もできる形をとりましょうというふうに

理解していいんじゃないですか。 

○水﨑委員 任用期間は１年となっているんですけれども。 

○小田原委員長 それは、そういうふうにしないと、募集をかけられないから。 

○石川教育長 かつては、講師のあっせんというのは東京都がやってくれたんですよ。今は払

底しちゃっているというのかな、市教委に任されることが多いものですから、そうやって
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確保しておかないと、どこの地区でも欲しいわけね。 

○小田原委員長 取り合いになっていますね。 

○石川教育長 だから、早目に募集をしておかないと、要するに、確保のあてが、めどが立た

ない。そういう中でやっていることなんですよ。 

○小田原委員長 それだけでいいの。もっと言いたいことあるんでしょう。黙ってやるなとか、

あらかじめ相談してください、こっちが斡旋できたのにとか。 

○石川教育長 私ここでも発言したと思うけれども、来年４月から小学校の外国語活動、英語

が入るわけですね。それだって、教員だけじゃできないから、講師が必要になってくるわ

けで、それも奪い合いになっているような状況もあると思いますよ。だから、早くにめど

をつけろよという指示は、もう大分前にしてあるんですけども、今そういう状況の中でや

っているんですね。 

○水﨑委員 １０名応募者があったときは、１０名採用という形になるんですか。 

○石川教育長 １０名の枠は一応とってあるんでしょう。 

○宇都宮指導室統括指導主事 当然、論文と面接を。 

○水﨑委員 そうですけど。定員１０名ということでしたね。 

○宇都宮指導室統括指導主事 予算の積算根拠が１０名でしておりますので。これは、特定の

モデル校だけではなくて、学校に対しては、小中一貫教育を推進するに当たって、先ほど

委員長がおっしゃられた時数が超になってしまう。その負担具合を考えた上で、その中に

配置をしていくというような考えでやっております。例えば小規模校同士だと、割と教員

の持ち時数が少なくて、出かけることができるんですけども、大規模校だと、出かけたい

けれども、授業がいっぱいいっぱいなので出かけられない、そういうところの補助をして

いく、そういう考え方です。 

○水﨑委員 あくまでも小中一貫教育を八王子で進めるにおいて必要とするところにこの講師

を配置する、そういうことですね。全市を対象として１０名を募集したということでいい

んですね。 

○宇都宮指導室統括指導主事 そういうことです。 

○水﨑委員 あえて小・中一貫校とするところとか、そういうことではないですよね。 

○宇都宮指導室統括指導主事 特にそういう限定はありません。 

○水﨑委員 一貫教育をするに当たって１０名講師を募集して、必要なところに配置をして、

八王子の小・中一貫教育を進めていく、そういうとり方でよろしいんですか。 



 
３８

○宇都宮指導室統括指導主事 そうです。特に小中一貫校に関しては、きちんと必要時数も、

もう既に１２月の時点で出していただいていて、どうしてもこれは必要だということがあ

りますので、それはまた別の枠で考えております。 

○水﨑委員 論文とか面接とか通った方は、４月からもう動き始める。そこら辺はまだなんで

すか。 

○宇都宮指導室統括指導主事 いや、４月からです。 

○水﨑委員 もう即やってもらうということですね。わかりました。 

○小田原委員長 これは、教育課程上の端数というのは、教員の持ち時数を超えた部分を、都

教委に申請して、これはその折衝がありますけれども、ある程度はいただける、派遣して

もらえるんですけれども、時数は。これは東京都の金でできるんですけれども、小中一貫

を推進していく場合には、一貫校以外は、それがまだできない状況ですよね。旧課程に正

規の教育課程を組めない部分ですから。だけども、これをやっていきましょうというふう

になると、そうすると、それ以外の数が必要になってくるから、今の統括のような話にな

るんです。 

   私の個人的な考え方としては、講師でやるんじゃなくて、自分たちの子どもたち、中学

でいえば、自分のところに来る子どもたちが出かけていくわけだし、小学校の先生だった

らば、自分たちが向こうに行く子どもたちを面倒見てもらうわけだからというふうになる

と、自分たちがその時数を動かして、増やして持つべきだと、こういうふうに思うんだけ

れども、オーバーワークになるから、その部分を考えましょうというのがこういう募集に

なっているんだろうとは思いますね。 

○宇都宮指導室統括指導主事 最後に１点。今人数を申し上げましたけども、これにつきまし

ては、あくまでも議会において予算が通った時点での人数でございますので、あくまで今

のところということで御理解ください。 

○小田原委員長 よろしゅうございますか。 

   そのほかいかがですか。そのほかの件について。 

   きょうは皆さん弁当の試食をされたんですけれども、その感想は何かございますか。皆

さんの前で。 

○川上委員 特別にあれはないですが、業者によっていろいろだなというふうに思ったことは

確かです。 

○小田原委員長 業者によってさまざまというんですかね。 
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○川上委員 ただ、それは出てきたものであって、材料もメニューもみんな同じで、その量も

同じでということだったらばというふうに思って試食をさせていただきました。 

○小田原委員長 特に何かありますか。こんな弁当では心配だとかありませんでした。あるい

は、こんなに食べさせて、それこそ太り過ぎになるんじゃないでしょうかとか、心配は。

そういうことはなかったですか。 

○水﨑委員 例えば今まで自分の家で自分の好きなものを入れてお弁当を作ってもらってきた

子にとっては、野菜が嫌いな子は多分、ああ、困ったなと思うかなとも思いましたね。も

ちろん、あれは内容的にはきちっとバランスがとれているので、あれが全部食べられれば

本当は体にいいと思うんですけどね。子どもたちの受けはどうかなと思いましたけど。 

   あと、３社それぞれごはんもおかずも違いますので、まだ試食ということなので、今後

さらにいいものをつくってくださるかなと思ったんですけど、ただ一つ、これから、ああ

いうものに油を使う料理って恐らくつきものだと思うんですね。 

○小田原委員長 増えるでしょう。 

○水﨑委員 やっぱり、油はいい油を使ってもらいたいなと。そこら辺も多分チェックされて

いるとは思いますけど、油はきれいな油を使ってもらいたいなという気がしました。 

○小松学校教育部主幹 栄養士の方も、油につきましては米油ということで、本日の鶏肉の唐

揚げやドレッシングにつきましては、そのように指定して材料として使っております。あ

とはもう一点、ごま油も使用させていただいているところであります。これにつきまして

も、栄養学上の話として、我々はそれに従っておりますので、御了承いただきたいと思っ

ております。 

   以上であります。 

○野村学事課長 追加ですけれども、米油の使用は、大豆油だと遺伝子組み換えのおそれがあ

るので、本市では米油を小学校も中学校も使っています。 

○和田委員 私は、中学生なんかの食事としてはよかったんじゃないかなと思います。中学の

２、３年の男子ぐらいになってくると、量が足りないかなという感じがするので、やっぱ

り自分たちでおにぎりを持ってきたり、ごはんを持ってきたり、そういうものを考えなが

ら弁当の給食を利用していく必要があるんじゃないかなと思う。 

   あれだけですべてというんじゃなくて、それを考えながら、保護者も、もうちょっと食

べさせてあげたいとか。もうちょっとこんなものをつけ足してあげたい、そういう工夫を

してもらって、結局、給食が始まったから全部お任せよという発想じゃない方がいいんじ
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ゃないかなというふうに思いましたね。その意味でも、各学校ごとに、そういう弁当を食

べる、給食を食べる機会をつくって、保護者への啓発も図っていく必要があるんじゃない

かなというふうに思います。 

○小松学校教育部主幹 そのとおりでございまして、我々も今の段階から、危惧というか、予

想をしております。給食献立の献立表等にニュースでもその文章をつける予定でございま

す。それと、１カ月以上前に献立表を配付する際に、その旨の喚起をさせていただく。同

時に、中学校現場におきましては、現在入っておりますパンの販売等についても、そのま

ま継続をしていただくというふうに校長会等で発言をさせていただいております。 

   以上であります。 

○小田原委員長 献立表を見ると、例えば唐揚げか、あんかけか、その違いはわかりませんけ

れども、非常に調味料なんかを入れるといっぱい入っているように思いますけれども、あ

の弁当そのものを見た感じでは、これだったら、自分が作った方がいいんじゃないかとい

うふうに親は思うかもしれない。そういう中身だと僕は思いましたね。それから、子ども

だったら、こんなんだったら、自分で作った方がいいやと思うのかなとも思ったりしまし

たね。 

   そういうふうになっていけば、本来の意味は成すだろうと思うんだけれども、原材料費

だけしか払わないという形でもって、光熱費だとか、作業賃だとか、そういうのは税金で

やるというふうにするのであれば、あれは非常に高い弁当だなと。決して望ましい流れが

できていくんだとは、私は率直な感想、極めて心配だなというふうに感じましたね。 

○水﨑委員 あと一つ。４人で試食したときに出た話なんですけど、お弁当を人によったら残

すと思うんですね。それを、ふたを閉めてそのままぱっと返すんではなくて、やはり、自

分の残した残菜は、どこかバケツでも入れて、きちっと処理をして、残さないのが一番い

いですけど、残った場合は、自分でちゃんと残菜をバケツに入れて返す。そこまでやはり

やっていく必要があるんじゃないかという話が、さっき４人の中では出ました。 

   それはやっぱりスタートが大事じゃないかということで、最初に子どものいいようにや

らせておいて、途中からということはなかなかできないだろうから、最初から、自分で頼

んだ給食は最後まで自分でちゃんと責任を持つという、そこも食育の一部になるんじゃな

いかということで、この４人の中で出たので、そこら辺も御検討をお願いしたいと思いま

す。 

○小田原委員長 僕はその点は絶望的なんですよ。なぜかといったら、食育についての基本の
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あれが出てこないじゃないですか。あのまんま。そうして弁当の試食が始まっていくわけ

ですよ。食育というのがきちんと、この弁当の導入に当たって進められていくかというの

は、絶望的ですね。 

   僕は、今の水﨑さんの話もしたかったんだけれども、やるかどうかというのは、今この

話が出ましたので、ぜひやっていただきたいというふうに思いますけれども、それにつけ

ても、食育基本法は本市ではどうなっているんだろうと。だれに言っていいのかわかりま

せんが、市長部局も絡めて。市長部局でやらない部分は教育がやれと僕は言っているわけ

ですよ。放課後子ども教室もそうだし、みんなそういうところは教育が担わなきゃいけな

いと思うんだけれども、ちょっとなかなか時間と人の関係で難しいところがありそうです

ので。余分なことも申し上げて、申しわけありませんけれども。 

   よろしいですか。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小田原委員長 公開の席での予定の部分は以上ということになりますので、暫時休憩と

いうふうにしたいと思います。休憩後は非公開となりますので、傍聴の方は御退室願いま

す。 

 再開は４時ちょうどということでよろしゅうございますか。じゃあ、よろしくお願いし

ます。 

【午後３時５５分閉会】 
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